
お話しする内容 

1. 大学病院における諸課題 

2. 医学教育の改善・充実 

3. 歯学教育の改善・充実 

4. 薬学教育の改善・充実 

5. 看護学教育の改善・充実 

6. その他…患者の個人情報の保護 
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医療人養成のための取り組み 

高等教育局医学教育課 

平成２６年度 
国公私立大学附属病院医療安全セミナー 
日 時：７月１日（火）10:10～10:40 
場 所：千里ライフサイエンスセンター（大阪） 



地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要 

 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療
提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 

 

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係） 

 ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、 

  消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置  

 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定  

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 
 ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、そ

れをもとに地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定  

 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け  
 
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 

 ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域
支援事業に移行し、多様化  ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業 

 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化  

 ③低所得者の保険料軽減を拡充  

 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、月額上限あり） 

 ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加  
 
４．その他  

 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 

 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 

 ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 

  ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期） 

   

 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日（予定） 
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厚生労働省提供資料 

3 

１．大学病院における諸課題 

地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の
整備等に関する法律案の概要 

医療法等改正について 



【特別養護老人ホーム・ 
老人保健施設】 

【在宅介護サービス】 

【急性期病院】 

【高度急性期 
病院】 

【回復期病院】 

・医師・看護師を多く配置 
・質の高い医療と手厚い
看護により、早期に「急性
期後の病院」や「リハビリ
病院」に転院可能 

・いつでも必要な場合に往診してくれ
る医師が近くにいて、必要な訪問看
護サービスを受けることができる。 

在宅 
医療 

・サービス付き高齢者向け住
宅や有料老人ホームなど高
齢者が安心して暮らせる多
様な住まい 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

【生活支援・介護予防】 

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見守り、配
食、買い物支援等の生活支援サービスが充実 
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充実 

・２４時間対応の訪問介護・
看護サービス、小規模多機
能型居宅介護等により、高
齢者の在宅生活を支援 

入院医
療 介護 

「地域包括ケアシステムの整備」 
医療、介護、住まい、予防、生活支援サー
ビスが身近な地域で包括的に確保される
体制を構築 

連携強化 

・病院の退院調整スタッフが連携
先の身近な病院を紹介 
・自分で転院先を探す必要がない 

【慢性期病院】 

・身近なところで集中的なリ
ハビリを受けることができる。 

・早期の在宅復
帰、社会復帰が
可能 

発症 
住まい 

（患者さん・家族） 

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に展開 

医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から） 

外来 
医療 

 歯科 
医療 

薬局 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関
与のもと、患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。 

有床 
診療所 

  ※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救

急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、栄養士、社会
福祉士、介護福祉士等 

厚生労働省提供資料 
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地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革 
改革の目的： 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連の

サービスを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現
し、患者の早期の社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること  

 
 
      ■医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制度 

 ・都道府県が策定する医療計画と介護保険事業計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定（両者を包括する基本的な方針） 
        ・消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設置）を法定化（医療・介護とも対象）  

■地域での効率的・質の高い医療の確保 
 ○病床の機能分化・連携 

・ 各医療機関が医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を 
  都道府県に報告 
・ 都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む 
 地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療ビジョン)を策定   
・ 地域医療ビジョンは、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の 
 協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意  
 に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる 

 ○有床診療所等の役割の位置づけ 
・ 病床機能報告制度及び地域医療ビジョンの導入を踏まえ、国、 
 地方公共団体、病院、国民（患者）と併せ、有床診療所の役割・責務に   
 ついて、医療法に位置づける。 

 ○在宅医療の推進、介護との連携 

  ■地域包括ケアシステムの構築 
   ○地域支援事業の充実 
   ①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進 
   ③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化 
     *前回改正による24時間対応の定期巡回サービスをはじめ、介護サービ 

      スの充実・普及を推進 

   ○全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町
村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化 

   ○特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要
介護３以上に重点化 *要介護1・2でも一定の場合には入所

可能 

■持続可能な介護保険制
度の構築 （費用負担の公平化） 

○低所得者の保険料の軽減割合
を拡大 

 *給付費の５割の公費に加えて別枠で公
費を投入し、低所得者の保険料の軽減
割合を拡大 

○一定以上の所得のある利用者
の自己負担を引上げ 

○低所得の施設利用者の食費・
居住費を補填する「補足給付」
の要件に資産などを追加 

■医療・介護従事者の確保 
○医師確保支援を行う地域医療支援セ

ンターの機能の位置づけ 

○看護師等免許保持者に対して、ナー
スセンターへの届出制度を創設 

○医療機関の勤務環境改善 
 *指針の策定、都道府県で取組を支援する仕組み 

○臨床修練制度の高度な医療技術を有
する外国医師への拡充 

○歯科技工士国家試験の全国統一化 

○介護従事者の確保 
  *上記基金による対応、27年度介護報酬

改定で検討 

  

 

 

サービス 
の充実 

基金 

   

○介護従事者の確保 

  *上記基金による対応、27年度介護報

酬改定で検討 

 
■地域での効率的・質の高い医療の確保 （上記以外の事項） 

○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ 
○医療法人制度に係る見直し 

・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設（移行計画の策定等） 
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。 

○臨床研究中核病院（仮称）の位置づけ 

■チーム医療の推進 
○医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール（手順書）に基

づき特定行為を行う看護師に係る研修制度を創設 
  ＊特定行為:看護師の行う診療の補助のうち高い専門知識と技能等が必要となる行為 

○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又
は 業務実施体制の見直し 

サービス充実の 
基盤制度の整備 

計画 
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 効率的かつ質の高い医療提供体制の構築 地域包括ケアシステムの構築 
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 ２．医学教育の改善・充実 

施行期日 改正事項 
①公布の日 ○診療放射線技師法（業務実施体制の見直し） 

○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の変更） 

②平成２６年４月１日

又はこの法律の公

布の日のいずれか

遅い日 

○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（厚生労働大臣による総合確保方針の策

定、基金による財政支援） 

○医療法（総合確保方針に即した医療計画の作成） 

○介護保険法（総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成） 

③平成２６年１０月１日 ○医療法（病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改善、地域医療支

援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併） 

○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（臨床教授等の創設） 

○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（持分なし医療法人への移行） 

④平成２７年４月１日 ○医療法（地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院） 

○介護保険法（地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、

介護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用） 
 ※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進）は平

成３０年４月、予防給付の見直しは平成２９年４月までにすべての市町村で実施 

○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律（業務範囲の拡大・業務実施体制の見直し） 

○歯科技工士法（国が歯科技工士試験を実施） 

⑤平成２７年８月１日 ○介護保険法（一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等を勘案） 

⑥平成２７年１０月１日 ○医療法（医療事故の調査に係る仕組み） 

○看護師等の人材確保の促進に関する法律（看護師免許保持者等の届出制度） 

○保健師助産師看護師法（看護師の特定行為の研修制度） 

⑦平成２８年４月１日

までの間にあって政

令で定める日 

○介護保険法（地域密着型通所介護の創設） 

⑧平成３０年４月１日 ○介護保険法（居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲） 

主な施行期日について 
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医学教育改善・充実の方向性 

 地域で求められる医療人材の養成（総合的な診療能
力の養成、院外実習など地域と連携した医学教育） 

 基本的な診療能力の確実な習得とそれらの評価 

 各大学の設立の理念や特色に応じた診療参加型臨
床実習の充実 

 国際的な質保証の動き 

 研究医養成のための教育プログラムの充実 

  全国医学部長病院長会議「医師養成の検証
と改革実現のためのグランドデザイン」に示
された課題、提言の方向性とも共通 
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平成13年3月の「医学・歯学教育の在り方に関する調査研究協力者会議報告」に基づき、学部段階 
における医学教育の改善・充実を推進。 
（主な取組） 
●「医学教育モデル・コア・カリキュラム」（医学部生が卒業までに最低限履修すべき学習内容をまと

めた医学教育の指針）の策定（H13.3策定、H19.12改訂、H23.3改訂） 
●共用試験（臨床実習開始前の学生の態度、技能、知識を評価するための試験）の導入。（H14.4

～試行、H17.4～正式実施） 
●診療参加型の臨床実習の推進 

これまでの取組 

臨床実習開始前の「共用試験」について 実施主体：（社）医療系大学間共用試験実施評価機構 
 臨床実習を行うために必要な学生（医学部生、歯学部生）の能力の評価について、全国的に一定水準を確保するための共
通の標準評価試験。コンピュータを用いて総合的知識を評価するＣＢＴ（Computer Based Testing）と、実技試験により基
本的診療技能と態度を評価するＯＳＣＥ（Objective Structured Clinical Examination）で構成 

◆ＯＳＣＥ（Objective Structured Clinical Examination） ◆ＣＢＴ（Computer Based Testing） 

CBT実施会場例 
1ブロック60分/6ブロック/  

合計320設問 
ブロック内でランダム出題 

学生 

模擬患者 
医療面接・身体診断・救命救急、手技などを行う 

試験官 

医学教育の改善・充実 
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医師として求められる基本的な資質 
（医師としての職責） 
・ 豊かな人間性と生命の尊厳についての深い認識を有し、人の命と健康を守る医師としての
職責を自覚する。 
（患者中心の視点） 
・ 患者およびその家族の秘密を守り、医師の義務や医療倫理を遵守するとともに、患者の安
全を最優先し、常に患者中心の立場に立つ。 
（コミュニケーション能力） 
・ 医療内容を分かりやすく説明する等、患者やその家族との対話を通じて、良好な人間関係
を築くためのコミュニケーション能力を有する。 
（チーム医療） 
・ 医療チームの構成員として、相互の尊重のもとに適切な行動をとるとともに、後輩等に対す
る指導を行う。 
（総合的診療能力） 
・ 統合された知識、技能、態度に基づき、全身を総合的に診療するための実践的能力を有す
る。 
（地域医療） 
・ 医療を巡る社会経済的動向を把握し、地域医療の向上に貢献するとともに、地域の保健・
医療・福祉・介護および行政等と連携協力する。 
（医学研究への志向） 
・ 医学・医療の進歩と改善に資するために研究を遂行する意欲と基礎的素養を有する。 
（自己研鑽） 
・ 男女を問わずキャリアを継続させて、生涯にわたり自己研鑽を続ける意欲と態度を有する。 
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○学生が卒業時までに身に付けておくべき、必須の実践的診療能力（知識・技能・態度）に関する到達目標を明確化

○履修時間数（単位数）の３分の２程度を目安としたもの （残り３分の１程度は各大学が特色ある独自の選択的なカリキュラムを実施）

○冒頭に「医師として求められる基本的な資質」を記載、患者中心の医療および医療の安全性確保も明記

○医学の基礎となる基礎科学については、別途「準備教育モデル・コア・カリキュラム」として記載

医学教育モデル・コア・カリキュラム（H13.3策定、H19.12、H23.3改訂） （概要）

個体の構成と機能 病因と病態

個体の反応
Ｄ 人体各器官の

正常構造と機能､

病態､診断､治療

Ｅ 全身におよぶ

生理的変化､病態､

診断､治療

Ｆ 診療の基本

基本的診療技能

症状・病態からのｱﾌﾟﾛｰﾁ

基本的診療知識

Ｃ 医学一般

（学生の履修時間数（単位数）の３分の２程度）

教養教育

医医 師師 とと しし てて 求求 めめ らら れれ るる 基基 本本 的的 なな 資資 質質

課題探求・解決と学習の在り方

医の原則

コミュニケーションとチーム医療

医療における安全性確保Ａ 基本事項

社会・環境と健康Ｂ 医学・医療と社会 地域医療 疫学と予防医学

生活習慣と疾病 保健、医療、福祉と介護の制度 診療情報 臨床研究と医療死と法

Ｃ
Ｂ
Ｔ(

知
識)

・
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ(

技
能
・
態
度)

臨
床
実
習
開
始
前
の
「
共
用
試
験
」

Ｃ
Ｂ
Ｔ(

知
識)

・
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ(

技
能
・
態
度)

臨
床
実
習
開
始
前
の
「
共
用
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験
」

人
文
・
社
会
科
学
・
数
学
・
語
学
教
育
な
ど

Ｇ

臨
床
実
習

診察の基本

診療科臨床実習
（内科系、外科系、救急医療）

診察法

基本的診療手技

地域医療臨床実習

選択的なカリキュラム（学生の履修時間数 (単位数）の３分の１程度）
※各大学が理念に照らして設置する独自のもの（学生が自主的に選択できるプログラムを含む）

物理現象と
物質の科学

情報の科学

人の行動
と心理

生命現象の科学(再掲)

生命現象
の科学
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１．医師国家試験においても、臨床実習の成果を測る
方向での改善が一層促進されることを期待。 

 

２．臨床研修をより充実していくためにも、臨床研修
と臨床実習との連続性を重視していくことが重要。 

 

３．臨床研修修了後の医師のキャリア形成を支援して
いくためにも、臨床研修病院、地域の医療関係者、
行政と大学との積極的な連携を期待。 

○医学教育は、診療参加型臨床実習の充実を進めていく
方向 

医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂後の次のステップ 

13 

①基本的診療能力の確実な習得 
  臨床実習終了時までに到達すべき総合的な診療能力の基礎としての、知識、技能、態
度に関する目標を明確化。 

②地域の医療を担う意欲・使命感の向上 
  地域医療に関して、入学時から段階的・有機的に関連づけて実施することに効果的に
体験を蓄積していくことが必要であることを記載。 

③基礎と臨床の有機的連携による研究マインドの涵養 
  「A 基本事項」に「医学研究への志向の涵養」に係る項目を新設。 

④社会的ニーズへの対応 
  医療安全（患者および医療従事者の安全性確保）の観点、患者中心のチーム医療（医
療分野における多職種連携）の観点 

 その他（少子高齢化、男女共同参画の促進）へ対応する観点から、記載を充実。 

⑤大学、学会等へ期待する事項 
 ・卒前の研究室配属などの学生時代から医学研究への志向を涵養する教育や、医療関
係者以外の方の声を聴くなどの授業方法の工夫など、各大学における特色ある取組の
実施。 

 ・より効果的な医学教育方法の確立に向けた、学会等における具体の教育手法や教材
開発。 

 ・基本的臨床能力の習得のため、各大学・大学病院が、臨床実習に参加する学生の適
性と質を保証し、患者の安全とプライバシー保護に十分配慮した上で、診療参加型臨床
実習の一層の充実。 

平成２２年度医学教育モデル・コア・カリキュラム 
改訂のポイント 
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■診療参加型臨床実習週数の今後の増加予定 

■診療参加型臨床実習の質的改善の状況 

（校） 

■各大学が取り組む診療参加型臨床実習週数 

（校） 

（週） 

文部科学省「平成２５年度医学・歯学教育指導者ワークショップ」参加者アンケートより 

診療参加型臨床実習の質的・量的充実のための取組 

総合的な診療能力養成の観点から、全ての大学で診療参加型臨床実習に取り組んでおり、各大学にて
質的・量的充実のための取組を行っている。 

15 

総合的な診療能力の養成 
高齢化に伴い、複数の疾病や問題を抱え、継続的なケアが必要となる患者が今後も増えることなどから、
幅広い視点で患者を診る総合診療医の必要性が指摘されており、医学教育においても対応が求められて
いる。 

「専門医の在り方に関する検討会」報告書（平成25年４月22日）（抜粋） 
 ４．総合診療専門医について 

（１）総合的な診療能力を有する医師の必要性等について 
○ 総合的な診療能力を有する医師（以下「総合診療医」という。）の必要性については、①特定の臓器や疾患に限
定することなく幅広い視野で患者を診る医師が必要であること、②複数の疾患等の問題を抱える患者にとっては、
複数の従来の領域別専門医による診療よりも総合的な診療能力を有する医師による診療の方が適切な場合もあ
ること、③地域では、慢性疾患や心理社会的な問題に継続的なケアを必要としている患者が多いこと、④高齢化に
伴い、特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を抱える患者が今後も増えること、などの視点が挙げられる。 

（３）総合診療専門医の養成について 
○ 総合診療専門医を養成するためには、臨床実習などの卒前教育においても、それぞれの診療科を単にロー
テートするだけではなく、総合的な診療能力を養成するようにプログラムを構築し、地域の診療所や病院、介護福
祉施設等の協力を得て実習を実施するとともに、頻度の高い疾病や全人的な医療の提供、患者の様々な訴えに向
き合う姿勢などを学ぶことが必要である。 

文部科学省「平成２５年度医学・歯学教育指導者ワークショップ」参加者アンケートより 

◆高齢化社会への理解を涵養する教育の実施状況 
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■診療参加型臨床実習週数の今後の増加予定 

■診療参加型臨床実習の質的改善の状況 

（校） 

■各大学が取り組む診療参加型臨床実習週数 

（校） 

（週） 

文部科学省「平成２５年度医学・歯学教育指導者ワークショップ」参加者アンケートより 

診療参加型臨床実習の質的・量的充実のための取組 

総合的な診療能力養成の観点から、全ての大学で診療参加型臨床実習に取り組んでおり、各大学にて
質的・量的充実のための取組を行っている。 



診療参加型臨床実習の充実に向けた提言等 

【平成23年度】 

○診療参加型臨床実習の充実に向けての提言 

○「診療参加型臨床実習等における経験と評価の記録（例）」の製作 

○「DVDで映像で見る診療参加型臨床実習」の製作 

 

【平成24年度】 

○臨床参加型臨床実習のより一層の充実と高齢化社会に対応できる医師養成をテーマに以下を提言 

 ・教育の各段階における臨床現場の体験 

 ・チーム医療の実践向けた教育（多職種連携教育） 

 ・在宅医療の実践に向けた教育 

 ・基礎医学、臨床医学並びに社会医学を統合した高齢者医療の教育 

 

【平成25年度】 

○社会の要請に応える医療人の養成をより確実に行うためのマネジメントの在り方をテーマに以下を提言 

 ・卒業時の臨床能力を明示した上で、その達成のためのカリキュラムプランニングを行う教育成果基盤型教育の導入 

 ・臨床教育支援センター等横断的教育ユニットの設置や担当教員・事務員の配置、卒後臨床研修センターとの有機的
連携等による診療参加型臨床実習の継続的な改善・充実 

 ・医療現場で活躍する医療者への臨床教員の称号付与やFD等による指導教員の確保・育成 

 ・Advanced OSCEの各大学間の評価の標準化、観察記録、ポートフォリオ等による知識に偏らない評価の実施等による
臨床実習終了時の技能態度の評価の改善等 

文部科学省では、「先導的大学改革推進委託事業」において、診療参加型臨床実習の充実に向けて調
査研究を実施。このような調査研究における提言等も一助としていただきたい。 
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17 

診療参加型臨床実習の充実に向けた課題 

各大学では、診療参加型臨床実習の目標水準と実際の学生の到達水準に差があると感じており、引き続
き、各大学における診療参加型臨床実習の充実・改善に向けた取組を期待。 

多くの大学で指導者の育成・
確保を課題として認識。 
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（１）施設・設備の充実 

（２）相互実習や臨床予備実習等の事前教育の充実 

（３）臨床実習指導者の確保 

（４）学内の臨床実習指導者へのFD等の充実 

（５）学外の臨床実習先の確保 

（６）学外の医療機関の臨床実習指導者へのFD等の… 

（７）診療参加型臨床実習の協力患者の確保 

（８）その他 

◆各大学が考える診療参加型臨床実習の目標水準と実際の学生の到達水準 

多くの大学で診療参加型臨床実習の
目標水準と実際の学生の到達水準に
は差があると感じている。 

文部科学省「平成２５年度医学・歯学教育指導者ワークショップ」参加者アンケートより 

◆今後の課題 



○第２期教育振興基本計画(H２５．６閣議決定) 
   
• 高度専門人材の育成に向けて，大学及び高等専門学校における分野別質保証の 
  構築・充実に向けた取組を促進する。 
  
 
○「今後の医学部入学定員の在り方等に関する検討会」論点整理（Ｈ２３．１２） 
 
• 我が国においては、大学教育全般に係る認証評価制度はあるものの、医学教育に

特化した評価制度はない。 
• 国際水準の教育を実施していることを証明するためにも、日本の医学部がWFMEグ

ローバルスタンダードに基づくプログラム評価を受ける場合の環境整備の促進や、国
内において医学教育に特化した評価の実施を検討していくことも望まれる。 

分野別評価に関する提言等 

高度専門人材の育成のためには、分野別質保証の取組を進めていくことが必要。 
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教員(医師）、学生・研修医を配置 

地域医療 
教育センター 

筑波大学 水戸地域医療教育センター ～大学と民間病院の連携～ 

• 民間病院である水戸共同病院（ＪＡ茨城県厚生連）内に大学のサテライトキ
ャンパスを設置。 

• 同大学の教員（常勤医）２１名を置き、病院と連携して地域医療に従事。 
• 大学病院だけでは難しい、総合診療や１次２次救急など、医学生・研修医
の実践的な教育を行い、幅広い総合的な診療能力を持つ医師養成（イチロ
ー型総合診療医）を目指す。  （Ｈ２１開設～） 

筑波大学 

水戸共同病院 

大学と地域医療機関との連携 

• 平成２７年６月開院予定の新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病
院に、新潟大学の組織として「新潟大学医歯学総合病院魚沼地
域医療教育センター」を設置。 

• 教授等の３０名の指導医を置くことで診療・研修体制を充実させる
とともに、地域医療に意欲的な研修医の確保を目指す。 

大学、県の公表資料を基に文部科学省で作成 

新潟大学 魚沼基幹病院（仮） ～大学と県の連携～ 

地域の病院内に大学の教育拠点（センター）を置くことにより、学生・研修医の臨床教育の充実と、地域
医療支援の両立を図る取組が行われている。 



研究医養成に関する現状  

臨床医学系
大学院MD率 

基礎医学系
大学院MD率 

「今後の医学部入学定員の在り方等に関する検討会」（第３回） 
東京大学清水（前）医学部長（現副学長）プレゼン資料より 

◆基礎医学系・臨床医学系の大学院入学
者に占める医師免許取得者（MD）の割合 

3
2
.
9
% 

2
5
.
1
% 

◆臨床研修医の専門医志向と、博士号取得
志向の状況 

厚生労働省 
平成１８年度「臨床研修に関する調査」報告：２年次研修医への調査より 
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基礎系の大学院博士課程入学者に占める医師免許取得者の割合が低下している。 
専門医取得への志向に比べ、博士号取得の志向は低調。 

これまでの主な取組状況 

今後の主な取組 

〇FAIMER（Foundation for Advancement of International Medical Education and Research）、WFME(World Federation  
 for Medical Education)等の海外関連団体との調整 

国際標準を踏まえた日本の医学教育分野別評価を導入 

H25年度～   文科省大学改革推進等補助金事業の連携校によるトライアル評価を実施 
H26年度～   順次実施（2023年までを目標） 

 ○H24.10.29～11.2 
   東京女子医科大学グローバルスタンダードによる国際外部評価 
 

 ○H25.2.22 
   公開シンポジウム｢国際基準に対応した医学教育認証制度の確立｣開催 
 

 ○H25.5.17 
   全国医学部長病院長会議で日本医学教育認証評価評議会(JACME：Japan Accreditation Council for Medical  
   Education)承認 
 

 ○H25.7.30 
   世界医学教育連盟(WFME)グローバルスタンダード準拠 
   医学教育分野別評価基準日本版【正式版】公表 (日本医学教育学会) 

 

分野別評価の確立に向けた我が国の取組 

文部科学省としては、大学改革推進等補助金「医学・歯学教育認証制度等の実施」事業により分野別評
価の確立に向けた取組を支援。東京医科歯科大学を中心に千葉大学、東京大学、新潟大学、東京慈恵
会医科大学、東京女子医科大学の６大学が連携して取組を実施（H24～28年度予定。） 
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＜基幹型臨床研修病院の在り方＞ 
・基幹型病院の在り方の明確化。（到達目標の多くの部分を研修可能な環境と研修医及び研修プログラ
ムの全体的な管理・責任を有する病院） 
＜臨床研修病院群の在り方＞ 
・頻度の高い疾病等について様々なバリエーションの能力形成が可能となる群の構成が必要。 
・病院群の地理的範囲は、同一都道府県内、二次医療圏内を基本。 

医師臨床研修制度の見直しについて（平成２７年度研修より適用予定）  
－医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書（概要）－ 

○ 医師臨床研修制度は、医師の基本的な診療能力の修得のため、平成16年度に努力義務から必修化され、まもなく１０年。 
○ 今回の見直しは、前回の制度見直し（募集定員の見直し等：平成２２年度研修より適用）において、５年以内に見直しを行うこととなってい
たこと等を踏まえ、さらなる研修の質の向上、地域医療の安定的確保等の観点から、制度全体的に検討し、必要な見直しを行ったもの。 

研修の質の向上 

見直しの概要 

・到達目標・評価の在り方は、診療能
力の評価等をさらに考慮する必要。 

＜キャリア形成支援＞  
・妊娠出産、研究等の多様なキャリアパスに応じた臨床研修中断・再開の円滑化。  
 
 
 
 

＜到達目標・評価（→研修診療科、必要な症例の在り方等に反映)＞ 
・次回（平成３２年度）見直しに向け、診療能力の評価等の観点から別途検討の場を設け見直す。 

＜募集定員の設定＞ 
・激変緩和措置（各都道府県募集定員の上限、各研修病院）は、平成26年3月末に終了。 
・研修希望者に対する募集定員の割合を縮小。（約1.23倍→当初1.2倍、次回見直しに向けて1.1倍） 

・都道府県上限の計算式を一部見直し。（新たに、高齢化率、人口当たり医師数も勘案） 
・各病院の募集定員において、大学病院等の医師派遣の実績をより考慮。 

地域医療の安定的確保 

・研修希望者に対する募集定員の割
合が大きく、研修医が都市部に集まり
やすい懸念。 
・研修医数は地方で増加傾向である
が、地域医療にさらなる配慮が必要。 
・都市部から他県への医師派遣の実
績等も考慮すべき。 

・基本理念を踏まえ、基幹型病院、
病院群の在り方を明確化する必要。 

・小規模でも良質な研修が見込める
病院がある。 

・出産育児、研究等のキャリアパスの
多様化に対して柔軟な対応が必要。 

＜必要な症例＞ 
・基幹型病院の「年間入院患者数３０００人以上」基準は維持。 
・３０００人に満たない新規申請病院も、良質な研修が見込める場合には、訪問調査により評価。 
 

※今回の制度見直しの施行後５年以内に所用の見直しを行う。 

背景 

＜ 課 題 ＞ 

＜ 見 直 し の 方 向 ＞ 

・地域の実情を踏まえ、都道府県が
定員を調整できる仕組みも必要。 

＜地域枠への対応・都道府県の役割の強化＞ 
・地域枠、医師派遣等の状況を踏まえつつ、都道府県が、都道府県上限の範囲内で各
病院の定員を調整できる枠を追加。 

H25.12.19 
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卒後臨床研修 医学部 大学院博士課程 

従来の 
学年進行 

D１ D２ D３ D４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ 

卒後臨床研修 医学部 大学院博士課程 

ＭＤ－ＰｈＤ 
コース D２ D３ D４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ 

医学部 

D１ 

卒後臨床研修 医学部 大学院博士課程 
東京大学 

MD研究者育成 
プログラム D２ D３ D４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ D１ 

岡山大学ART 
プログラム 

 

▲医師国家試験 

▲医師国家試験 

▲医師国家試験 

少人数特別教育 

ART（ Advanced Research Training Program） 

 

D３ D４ ４ ５ ６ 
２ 

１ ２ 

D１ D２ 

１ ３ 

卒後臨床研修 
医学部 

大学院博士課程 ▲医師国家試験 Pre-ART 
学部在籍中に大学院講義履修、研究開始 

１ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ 専門的な  臨床研修 

▲ 
個別の入学資格審査 

D１ D２ D３ D４ 

大学院博士課程 

大学・大学院を一貫した教育プログラムの例 大学・大学院一貫した研究医養成のための取組  

研究医を目指す学生が、学部から大学院へ途切れなく進むことができるよう、各大学において工夫がなさ
れている。 
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歯学教育の改善･充実に関する調査研究協力者会議  

【目的】 

   大学の歯学教育の改善・充実に関する専門的事項について調査研究を行い、必要
に応じて報告を取りまとめる。 

【調査研究事項】 

 （１）学部及び大学院における歯学教育の改善・充実について 

 （２）資質の高い歯科医師養成の在り方について 

 （３）教育研究病院としての大学附属病院の在り方について 

 （４）教育研究の在り方について 

【 これまでとりまとめた報告等（一部抜粋） 】 

H21. 1   歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議第１次報告 
H23. 5   第１次報告を踏まえたフォローアップ調査まとめ 
H24.12  第１次報告を踏まえた平成２４年度フォローアップ調査まとめ 
H24.12  歯学教育の質向上のための施策の方向性 
H26. 2   歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議【提言・要望】 
       （提言・要望の内容） 
                    ・診療参加型臨床実習の充実 
                  ・多様な歯科医療ニーズ等に対応した歯科医師養成 
                   ・教育活動等に関する情報の公表 
                   ・歯学教育認証評価の導入 
                   ・平成26年度以降のフォローアップ調査の実施 
                   ・歯学部入学定員   

※  報告等はすべて文部科学省HPに掲載しています。 
   ＵＲＬ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/1324090.htm 
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３．歯学教育の改善・充実 



１．診療参加型臨床実習の充実 

平成２6年2月24日 歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
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歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
【提言・要望】（抜粋2） 

○ 歯科医師として必要な臨床能力の確実な修得のため、引き続き、 
   診療参加型臨床実習の充実に向けた取組をお願いします。 
 
○ 充実にあたっては、 
  ■「診療参加型臨床実習コア・カリキュラム事例集（案）」 
   「診療参加型臨床実習・臨床研修連携手帳（案）」 
   （H24.3文部科学省先導的大学改革推進委託事業 
   「医学・歯学教育の改善・充実に関する調査研究歯学チーム」取りまとめ） 

■「歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
  第１次報告を踏まえた平成２４年度フォローアップ調査まとめ」    
  （H24.12フォローアップ小委員会） 

   を踏まえた取組を推奨します。 

※ 上記■報告等は、文部科学省HPに掲載しています。 
   ＵＲＬ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/1324090.htm 

３．教育活動等に関する情報の公表 

平成２6年2月24日 歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
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歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
【提言・要望】（抜粋1） 

○ 各歯学部における教育活動等の情報（※）は、受験生や在学生に 
   とっても有用な情報となることから、各歯学部は、大学ホームページ 
     に掲載するなどの方法により広く公表するとともに、社会的評価を踏 
     まえた適切な対応に取り組むようお願いします。 
  （※教育活動等の情報） 
   入学者選抜区分ごとの授業料・入学料・留年率・国試合格率、 
   診療参加型臨床実習の実際、学習成果、教育の内部質保証など 

６．歯学部入学定員 

○ 入学定員充足率の極端な超過校と低下校があること等は、歯学教育の質 
     の低下につながる恐れがあるため、入学者選抜にあたっては、歯科医師抑 
     制に関する閣議決定（S61.7、H10.5）を踏まえ、入学定員（募集人員）内で 
     の受入れの遵守について徹底を図るとともに、入学定員未充足の歯学部に 
     ついては、適正な入学定員の設定や入学者選抜の改善等、優れた入学 
     者の確保に取り組むようお願いします。 



４．歯学教育認証評価の導入 

平成２6年2月24日 歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
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歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
【提言・要望】（抜粋3） 

○ 日本の歯学教育の更なる質の向上を図るとともに、日本の歯学教 
   育が国際標準を超えていることを証明するためには、分野別歯学教 
     育認証評価を導入し、世界を先導することが必要と考えます。 
 
○ 現在、文部科学省の補助金事業として平成２４年度から「歯学教育 
     認証制度等の実施に関する調査研究」（東京医科歯科大学、新潟 
     大学、九州歯科大学、東京歯科大学、大阪歯科大学）が実施され 
     ていますが、本会議としては本事業に期待するとともに可能な協力 
     を行っていきます。 
 
○ 各歯学部においても、歯学教育認証評価の導入及び本事業への 
     ご理解・ご協力をお願いします。 
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診療参加型臨床実習の充実 

■平成２３年度 文部科学省先導的大学改革推進委託事業 
 
医学・歯学教育の改善・充実に関する調査研究歯学チームにおいて、 
 ①診療参加型臨床実習コア・カリキュラム事例集（案） 
      ※ 診療参加型臨床実習、見学、介助、自験などの用語を定義 
      ※ 専門領域ごとに診療参加型臨床実習の方略と評価を具体的に明示 
 ②診療参加型臨床実習・臨床研修連携手帳（案） 
  （連携ログブック） 
      ※ 臨床実習、臨床研修で経験した臨床症例を記録 
     を作成（H24.3）し、報告書を各大学へ送付済。 

上記報告書等を参考に、 
各大学には、診療参加型臨床実習の充実への取組を期待 



  ○歯学教育認証評価検討ＷＧ、幹事会 開催 
  ○諸外国での認証基準と認証評価の調査 
  ○評価項目検討のためのＷＳ開催（１２月） 
  ○公開シンポジウムの開催（３月） 

大学改革推進等補助金｢医学・歯学教育認証制度等の実施｣事業② 

２４年度の主な取組状況 

２５年度の主な取組状況 

  ○諸外国での認証基準と認証評価の視察・調査 
  ○事業に関するホームページの開設 
  〇評価基準トライアル版（案）の作成（２月） 
  〇評価（トライアル）実施大学における自己点検評価の開始 
    （九州歯科大学、大阪歯科大学） 
  ○公開シンポジウムの開催（２月） 
  ○評価実施要綱（案）の検討 
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大学改革推進等補助金｢医学・歯学教育認証制度等の実施｣事業① 

分野 大学名 連携大学 プログラム名称 

医学 
東京医科
歯科大学 

千葉大学 
東京大学 
新潟大学 
東京慈恵会医科大学 
東京女子医科大学 

国際基準に対応した医学教育認証
制度の確立 

歯学 
東京医科
歯科大学 

新潟大学 

九州歯科大学 

東京歯科大学 

大阪歯科大学 

歯学教育認証制度等の実施に関す
る調査研究 

 日本の医学部・歯学部が国際標準の教育を実施していることを証明するとと
もに、国際標準を超えるグローバルかつ優れた医師・歯科医師を養成するため
日本における国際標準の医学・歯学教育認証制度等の基盤を構築することを
目的として実施（H24～28予定）。 

事業の目的 

選定大学 
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大学改革推進等補助金｢医学・歯学教育認証制度等の実施｣事業④ 

〈国立〉 
 東京医科歯科大学  荒木 孝二   
 新潟大学        前田 健康 
〈公立〉 
 九州歯科大学     北村 知昭 
〈私立〉 
 東京歯科大学     一戸 達也 
 大阪歯科大学     中嶋 正博 
 
 
 
 
※五十音順、敬称略 
 
   

歯学教育認証評価検討WG 
幹事会メンバー 

歯学教育認証評価検討WG 
メンバー 

〈国立〉 
 東北大学        高橋 信博 
 東京医科歯科大学  俣木 志朗 
 東京医科歯科大学  森尾 郁子 
 大阪大学        村上 伸也 
 岡山大学        窪木 拓男 
 広島大学        高田  隆 
 九州大学        平田 雅人 
〈私立〉 
 北海道医療大学   斎藤 隆史 
 日本大学        中島 一郎 
 日本歯科大学     沼部 幸博 
 愛知学院大学     荒木 章純   
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大学改革推進等補助金｢医学・歯学教育認証制度等の実施｣事業③ 

２６年度の主な取組予定 

  ○事業評価ＷＧを開催し、事業の中間評価を実施 
  ○評価実施組織会議の開催 
  ○評価実施者養成ワークショップの開催 
  ○トライアル外部評価の実施 
   （大阪歯科大学、九州歯科大学） 
  ○諸外国での認証基準と認証評価の視察・調査 
  〇評価（トライアル）実施大学における自己点検評価の開始 
    （新潟大学、東京歯科大学） 
  ○公開シンポジウムの開催 
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４．薬学教育の改善・充実 

２．多様な歯科医療ニーズ等に対応した歯科医師養成 

平成２6年2月24日 歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 

35 

歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議 
【提言・要望】（抜粋4） 

○ 歯学教育に対する社会のご理解・信頼の確保、及び歯科医師の活 
     躍の場の拡大を図っていくためには、社会の変革の推進役となる歯 
     学部づくりが必要です。 
 
○ そのため、各歯学部におかれては、それぞれの強みや特色を活かし

ながら、多様な歯科医療ニーズ（※）に対応した歯科医師の養成や、
地域又は世界規模の課題解決に向けて、引き続き積極的な取組を  

      お願いします。 
 
（※ 多様な歯科医療ニーズ） 
    在宅歯科医療、地域包括ケアの構築、口腔がん、スポーツ歯科、 
   歯科法医学、健康長寿社会の実現、革新的な歯科医療機器の 
   開発・普及等 
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薬剤師国家試験の合格状況 

試験 
回次 

総数 ４年制新卒   その他 

備考 

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率       受験者 合格者 合格率 

９４回（２１年） 15,189 11,301 74.40 10,733 9,106 84.84       4,456 2,195 49.26 ４年制の最後 

９５回（２２年） 6,720 3,787 56.35 1,318 523 39.68       5,402 3,264 60.42 
４年制から６年制

への移行期 
９６回（２３年） 3,274 1,455 44.44 155 52 33.55       3,119 1,403 44.98 

試験 
回次 

総数 ６年制新卒 ６年制既卒 その他 

備考 

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 

９７回（２４年） 9,785 8,641 88.31 8,583 8,182 95.33 - - - 1,202 459 38.19 ６年制１年目 

９８回（２５年） 11,288 8,929 79.10 9,661 8,221 85.09 896 605 67.52 731 103 14.09 ６年制２年目 

９９回（２６年） 12,019 7,312 60.84 8,822 6,219 70.49 2,517 1,003 39.85 680 90 13.24 ６年制３年目 
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薬学部入学定員の状況 

0 
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14000 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

国立 
公立 
私立 
合計 

（単位：人） 

区 分 １７年度 
１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

６年制 ４年制 ６年制 ４年制 ６年制 ４年制 ６年制 ４年制 ６年制 ４年制 ６年制 ４年制 ６年制 ４年制 ６年制 ４年制 ６年制 ４年制 

国立 
1,130  486  644  486  644  486  644  486  644  486  644  486  644  486  644  486  644  486  644  

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
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（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

（14大
学） 

公立 
340  220  120  220  120  220  120  220  120  220  120  220  120  220  120  220  120  220  120  

（3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） （3大学） 

私立 
10,165  10,514  570  11,304  600  11,464  660  11,294  650  11,184  625  10,974  745  10,854  725  10,799  725  10,759  725  

（44大
学） 

（49大
学） 

（12大
学） 

（54大
学） 

（12大
学） 

（56大
学） 

（13大
学） 

（56大
学） 

（13大
学） 

（56大
学） 

（13大
学） 

（56大
学） 

（14大
学） 

（56大
学） 

（13大
学） 

（56大
学） 

（13大
学） 

（56大
学） 

（13大
学） 

計 
11,635  11,220  1,334  12,010  1,364  12,170  1,424  12,000  1,414  11,890  1,389  11,680  1,509  11,560  1,489  11,505  1,489  11,465  1,489  

（61大
学） 

（66大
学） 

（29大
学） 

（71大
学） 

（29大
学） 

（73大
学） 

（30大
学） 

（73大
学） 

（30大
学） 

（73大
学） 

（30大
学） 

（73大
学） 

（31大
学） 

（73大
学） 

（30大
学） 

（73大
学） 

（30大
学） 

（73大
学） 

（30大
学） 
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 薬学系大学の人材養成の在
り方に関する専門的事項につい
て検討を行い、必要に応じて報
告をとりまとめる。 

（１）   今後の社会的要請を踏ま

えた薬学教育の在り方につい
て 

（２）   薬学教育における臨床教

育の充実と評価の在り方につ
いて  

（３）   生命科学の進展を踏まえ

た研究開発等薬学系研究者
養成の在り方について 

1．検討会の目的 

２．検討事項（課題） 

薬学系人材養成の在り方に関する検討会①   

○  市川 厚     武庫川女子大学薬学部長 

   稲垣 美智子  金沢大学大学院医療保健学総合研究科教授 

   乾  賢一    京都薬科大学長 

○  井上 圭三   帝京大学副学長 

     生出 泉太郎  公益社団法人日本薬剤師会副会長 

太田 茂     広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

勝野 眞吾   岐阜薬科大学長 

北澤 京子   日経ＢＰ社 日経メディカル編集委員 

倉田 雅子   納得して医療を選ぶ会事務局長 

◎  永井 良三   自治医科大学長 

野木森 雅郁  アステラス製薬株式会社代表取締役会長 

橋田 充     京都大学大学院薬学研究科教授 

平井 みどり   神戸大学医学部附属病院薬剤部長・教授 

松原 和夫   一般社団法人日本病院薬剤師会副会長 

村上 雅義   公益財団法人先端医療振興財団専務理事 

望月 正隆   東京理科大学薬学部教授 

望月 眞弓   慶応義塾大学薬学部教授 

森山 芳則   岡山大学薬学部長 

３．委員 計 １８名  ５０音順・敬称略     
◎：座長、○：副座長 

実務実習（２～４週間程度）

専門薬学
（医療薬学、創薬科学、衛生薬学）

基礎薬学

一般教養

大学院（修士課程）

大学院（博士課程）

３
年
博
士

４
年
制
学
部

２
年
修
士

実務実習の拡充
（６ヶ月程度）

医療薬学教育
の充実

一般教養の充実

大学院（博士課程）

大学院（博士課程）

大学院（修士課程）

基礎薬学教育
・隣接領域

（生命科学等）

に係る教育の
充実

一般教養の充実

４
年
博
士

３
年
博
士

２
年
修
士

４
年
制
学
部

６
年
制
学
部

改 正 前 改 正 後平成１８年４月

就
職

※ 薬剤師国家試験受験資格は６年制学部卒業者のみ得られる

薬科学 薬学 

薬学教育制度の概要 

１８年４月 

２４年４月 
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新制度の薬学部及び大学院における研究・教育等の状況に関する 
フォローアップワーキング・グループ 

質の高い入学者の確保に向けてのフォローアップ 

 ６年制薬学部での質の高い卒業生の輩出に向け、質の高い入学者の確保、

進級率、卒業率、教育方法等についてフォローアップを実施。 

 薬科大学・薬学部に対して書面調査、ヒアリング調査を実施。ワーキング・グループとしてＨ２４

年１０月に「フォローアップまとめ」を作成。 

４年制博士課程教育のフォローアップ 

 新たな４年制博士課程が、社会のニーズを踏まえた質の高い大学院となる

よう、教育及び研究環境等についてフォローアップを行い、改善策を提言。 

 「新制度の『大学院4年制博士課程』における研究・教育などの状況に関する自己点検・評価の

提言」（H23.10）に基づき、4年制博士課程を設置したすべての大学が、自己点検・評価を実施。 

６年制薬学部への編入学に関するフォローアップ 

 ６年制薬学部への編入学、転学部の受入れ実績、選抜方法、単位認定等

の実態についてフォローアップを行い、課題等について整理する。 

 （薬科大学・薬学部に対して編入学、転学部の状況について調査を実施。） 
42 
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薬学系人材養成の在り方に関する検討会②   

４．開催状況 

第1回（21年2月13日） 
   ○自由討論 
第2回（21年2月26日） 
  ヒアリング  
第3回（21年3月10日） 
  薬学系大学院の 
     在り方に 関する 
     論点整理 
    （意見のとりまとめ） 
第4回（21年3月23日） 
   ○第一次報告（案） 
第5回（21年10月16日） 
   ○自由討論 
第6回（22年3月1日） 
   ○日本学術会議 
          薬学委員会の報告 
   ○基礎データ等に 
           ついて  
 

第7回（23年5月10日） 
  ○大学（学部）教育の在り方等について 
  ○薬学教育モデル・コアカリキュラムの 
   見直しについて 
第8回（23年6月10日） 
  ○４年制博士課程教育の基本的考え方に 
   ついて 
   ○質の高い入学者の確保について 
第9回（23年6月27日） 
  ○４年制博士課程教育の基本的考え方に 
   ついて 
   ○質の高い入学者の確保について 
第10回（23年12月13日） 
  ○新制度の『大学院4年制博士課程』にお 
   ける研究・教育などの状況に関する自己 
   点検・評価について 
   ○質の高い入学者の確保について 
   ○今後の薬学教育モデル・コアカリキュラム 
   の在り方について 
第11回（24年3月19日） 
   ○質の高い入学者の確保について 
  ○今後の薬学教育モデル・コアカリキュラム 
   の在り方について  

第12回（24年11月8日） 
  ○質の高い入学者の確保について 
  ○4年制博士課程教育のフォローについて 
  ○今後の薬学教育モデル・コアカリキュラム

の在り方について 
  ○医療人養成としての薬学教育の在り方に

ついて 
第13回（25年2月19日） 
  ○今後の薬学教育モデル・コアカリキュラム

の在り方について 
  ○医療人養成としての薬学教育の在り方に

ついて 
第14回（25年3月11日） 
  ○今後の薬学教育モデル・コアカリキュラム 

の在り方について 
第15回（25年7月22日） 
  ○薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂

に向けた作業について 
  ○フォローアップワーキング・グループにつ

いて 

第16回（25年12月25日） 
  ○薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂

について 
  ○薬学部・大学院のフォローアップについて 



薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂の概要 

○改訂のポイント 

• 医療人である「薬剤師として求められる基本的な資
質」を設定。 

     ①薬剤師としての心構え、 ②患者・生活者本位の視点、 
    ③コミュニケーション能力、 ④チーム医療への参画、 
    ⑤基礎的な科学力、 ⑥薬物療法における実践的能力、 
    ⑦地域の保健・医療における実践的能力、 
    ⑧研究能力、 ⑨自己研鑽、 ⑩教育能力 

•  「基本的な資質」を前提とした学習成果基盤型教育 

  （outcome-based education）に力点を置き、「基本的

な資質」を身につけるための一般目標（GIO）を設定し

、 GIOを達成するための到達目標（SBO）を明示。 

     大項目： A基本事項、 B薬学と社会、 C薬学基礎、 
       D衛生薬学、 E医療薬学、 F薬学臨床、 G薬学研究 

• 医療人としての薬剤師を養成するため「Ａ基本事項」
「Ｂ薬学と社会」を充実。学生は６年間継続して学修。 

• 「Ｆ薬学臨床」は今後の薬剤師業務の進歩を想定し
大幅に見直し。他の大項目は「Ｆ薬学臨床」と体系的
に関連づけて教育できるよう見直し。 

• 教育課程の時間数の７割はモデル・コアカリキュラム
に示された内容を、３割は大学独自のカリキュラムを
履修。 

平成27年度から各大学において改訂モデル・コアカリキュラムに基づく 

新たな教育を開始 

○従前のモデル・コアカリキュラム 

 日本薬学会が「薬学教育モデル・コアカリキュラム」（

H14.8）を作成し、文部科学省の協力者会議が「実務実習

モデル・コアカリキュラム」（H15.12）を作成。 

○改訂の体制 

• 文部科学省の「薬学系人材養成の在り方に関する検討
会」が改訂を決定。 

• 検討会の審議を踏まえ「薬学教育モデル・コアカリキュラ
ム改訂 に関する専門研究委員会」が改訂の原案・方針
等を作成。 

• 具体的なモデル・コアカリキュラムの作成は日本薬学会
に委託。 

※上記三者が連携して改訂作業を実施。 

○改訂の基本方針 
• ６年制学部・学科の学士課程教育に特化した内容とす

る。 
• 現在の「薬学教育モデル・コアカリキュラム」及び「実務

実習モデル・コアカリキュラム」の二つを関連づけて一
つのモデル・コアカリキュラムとして作成する。 

• 薬剤師として求められる資質を明確にし、その資質を
身につけるために学ぶという形に変更する。 

（平成２５年１２月２５日改訂） 
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日
本
薬
学
会 

・基本理念と位置づけ 
・薬剤師として求められる基本的な資質の検討 
・資質とＧＩＯ・ＳＢＯとの関連性の整理等 
・モデル・コアカリキュラムの「A〜○」の 
 項目立て 

薬学モデル・コアカリキュラムの改訂の
原案・方針の作成等を行う組織  
（薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂 
        に関する専門研究委員会） 

薬学モデル・コアカリキュラムの改訂等
を決定する組織（薬学系人材養成の在り
方に関する検討会） 

薬学モデル・コアカリキュラムの 
改訂等に関する「調査研究チーム」 
 

   （薬学教育モデル・コアカリキュラムおよび実務実習モ
デル・・コアカリキュラム改訂に関する調査研究委員会
に設置） 

・アンケート調査（ニーズ調査） 
・GIOsとSBOsの具体的な作成等 

文
部
科
学
省 

委託 報告 

決定 報告 

 

日本薬学会  
  

薬学教育カリキュラ
ムを検討する協議
会 
「薬学教育モデル・
コアカリキュラム」
（平成14年8月） 

 
 

 

文部科学省  
  

薬学教育の改善・
充実に関する調査
研究協力者会議 
 「実務実習モデ
ル・コアカリキュラ
ム」（平成15年12
月） 

薬学教育モデ
ル・コアカリキュ
ラム 

実務実習モデル・
コアカリキュラム 

薬学教育モデル・コアカリキュラム合本 

＋ 

改訂版／平成２７年４月実施を想定 現行版／平成１８年４月～ 

SBOs 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
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・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 

GIO 
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SBOs 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
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GIO 
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薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂の体制 



薬学教育については、薬学教育の関係者や職能団体、企業の関係
者のみならず、薬学関係以外の者の参画も得つつ、早急に第三者
評価を実施するための体制が整備される必要があり、・・ 

（「薬学教育の改善・充実について（答申）」平成１６年２月１８日中央教育審議会） 

一般社団法人薬学教育評価機構設立 平成20年12月 

トライアル評価 ３校 

平成16年2月 

薬学教育評価（第三者評価）について 

本評価開始 

平成２５年度は３校。以降、７３大学が７年に一度評価を受け

られるよう、１年当たり１０校程度づつ実施。 

今後のスケジュール 

平成23年度 

平成25年度～  

46 
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D 衛生薬学 
D1 健康 

D2 環境 

疾病と薬物の作用および医薬品の作用する過程 

E1 薬の作用と体の変化 

E2 薬理・病態・薬物治療 

E3 薬物治療に役立つ情報 

E4 薬の生体内運命 

E5 製剤化のサイエンス 

F 薬学臨床 

G 薬学研究 

医薬品情報ならびに患者情報の収集・評価・加工、臨床
研究デザイン・解析 

薬物の体内動態およびその解析 

薬物と製剤材料の物性、製剤設計およびDDS 

薬物療法の実践とチーム医療・地域保健医療への参画 

E 医療薬学 

疾病に伴う症状などの患者情報を解析し、最適な薬物治療を
実施するための薬理、病態・薬物治療 

A 基本事項 

B 薬学と社会 

C 薬学基礎 
C1 物質の物理的性質 

C2 化学物質の分析 

C3 化学物質の性質と反応 

C4 生体分子・医薬品の化学による理解 

C5 自然が生み出す薬物 

C6 生命現象の基礎 

C7 人体の成り立ちと生体機能の調節 

C8 生体防御と微生物 

（1）薬剤師の使命（2）薬剤師に求められる倫理観（3）信頼
関係の構築（4）多職種連携協働とチーム医療（5）自己研鑽
と次世代を担う人材の育成 

人と社会、地域に関わる薬剤師 
法規範、社会保障制度、医療経済 

原子・分子の構造、熱力学、反応速度論等の物理系薬学 

物質の定性、定量 

有機ならびに無機化合物の構造および性質等 

生薬に関する基本的事項 

細胞の成り立ちや生命現象をになう分子 

人体の構造、機能、調節 

免疫反応による生体防御機構および病原微生物 

医薬品標的および医薬品の構造と性質、生体反応の化学 

疾病とその予防、栄養と健康 

化学物質などの人への影響、適正な使用および地球生態
系や生活環境と健康との関わり 

○改訂モデル・コアカリキュラムの内容 
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558人 

19,454人 

注：1大学で複数の教育課程を有する大学があるため、教育課程数で 計上すると、H26年度は233課
程となる。 

看護系大学数及び入学定員の推移 
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５．看護学教育の改善・充実 



（年度） 

（人） 

                     H3（40,605人）    H24（60,482人） 
大学                558人   →   16,876人  
短期大学             5,090人   →    2,420人 
高等学校（５年一貫制・専攻科）  1,825人   →    4,250人 
文部科学省指定専修学校      1,960人   →   1,020人 
厚生労働省指定専修・各種学校  31,172人   →    35,916人 
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看護師学校・養成所の入学定員の推移（平成24年5月現在） 
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  （注） 平成１６年度以後の修士課程には、専門職大学院１大学院（入学定員４０名）を含む。 
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看護系大学院数及び入学定員の推移 



あらゆる看護ニーズに対応できる看護専門職養成を目指して、学士課程では保健師・助産師・看
護師に共通の看護学の基礎を体系化して教授し、保健師・看護師国家試験受験資格取得を卒業
要件としてきた。 

医療・看護ニーズの変化・拡大に対応するため、教育の充実を図ってきた。 
平成４年「看護師等の人材確保に関する法律」施行後、看護系大学が急増している。 

検討の背景 

大学における看護学教育の課題 
 学士課程で学生が身につけるべき学習成果の明確化が求められている。 
 学生の増加や実習施設の減少等により、実習施設の確保が困難となっている。 
 社会環境の変化により、実習内容が制限される傾向がある。 
                     ↓ 
      今後の看護系大学の人材養成の在り方を明確にし、教育の質を保証する必要性 

大学院における看護学教育の課題 
 コースワークの整備をはじめとする大学院教育の実質化が課題 
 養成する人材像や習得すべき能力の明確化が不十分 
 社会人受け入れ体制の整備等による教員の負担増や大学院に在学中の教員が多いなど、教員

の質的、量的充実が課題 
                     ↓ 
       教育研究者養成の充実、高度専門職業人養成の質保証を推進する必要性 

 大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会 
最終報告（概要） 平成２３年３月１１日 
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職種 合格者（総数） 合格者（新卒） 
大卒合格者 

（総数） 
（全体に占める大卒者の割合） 

大卒合格者 

（新卒者） 
（全体に占める大卒者の割合) 

看護師 

(102回) 

50,232 

【48,400】 

48,421 

【46,928】 

13,915(27.7%)
【13,042(26.9%)】 

13,642(28.2%) 

【12,867(27.4%)】 

保健師 

(99回) 

15,766 

【13,555】 

14,753 

【12,963】 

14,750(93.6%) 

【12,780(94.3%)】 

13,852(93.9%) 

【12,224(94.3%)】 

助産師 

(96回) 

2,072 

【2,026】 

1,987 

【1,982】 

658(31.8%) 

【643(31.7%)】 

629(31.7%) 

【630(31.8%)】 

※【】は平成24年の合格者数 

（注）助産師の大卒合格者数には、大学院・大学専攻科卒者を含めていない。 
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平成25年 国家試験合格状況 



 医師が患者情報の記録された病院のパソコンを無許可で持ち出し、車上荒らしにより盗難された。 

 患者情報の記録されたＵＳＢメモリが所定の場所から紛失した。 

 看護師がＵＳＢメモリで患者情報を持ち出し、自宅のパソコンに保存していたところ、ファイル交換ソフト「ウィ
ニー」のウイルスに感染したことによりインターネット上に流出した。 

（２６年度発生の事例） 

 女性職員が患者１人の病状や健康状態など個人情報の書かれた資料を駅周辺にて紛失。 

 学会出張中に患者情報（脳神経外科手術33例の患者ＩＤ、氏名、手術日、腫瘍のデータ等）の入ったＵＳＢを紛
失。 

 医師が通勤電車内にＵＳＢメモリ入りのカバンを置き忘れた。カバンは発見されたが、入れていたＵＳＢメモリ２
つは見つかっていない。ＵＳＢメモリ内には手術症例リスト（２１５名分）、内視鏡画像データ等（１６名分）、重複
患者６名いるため実人数２２５名分の患者データが入っていた。 

【文部科学省で把握している患者情報漏洩の件数・患者数】  

◆ 大学病院における患者情報の漏洩が繰り返し発生しています。 
◆ 非常に機密性の高い情報であることから、患者情報管理の徹底をお願いします。 

大学病院における患者情報の漏洩について ① 

【事 例】 （平成２１年４月以降、文部科学省で把握しているものより抜粋） 

• 患者以外（医療従事者・学生等）の情報の流出がH19年度に1件（患者情報も流出），H22年度に1件，H24年度
に2件（1件は患者情報も流出），H25年度に1件発生している。 

• 平成25年度は、平成26年5月7日現在で把握している件数並びに人数。 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

１９件 １２件 １３件 ８件 １２件 ２０件 １３件 ３件 

234,799人 12,470人 519人 9,722人 45,754人 7,493人 6,513人 259人 
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典型的な情報漏洩が 
繰り返されている 
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６．その他 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memo 
大学病院における患者情報の漏洩について②  

漏洩媒体 

5月7日現在 

55 




